
4

お
知
ら
せ

◆
忘
れ
ず
に
納
付
し
ま
し
ょ
う
！

固
定
資
産
税
・
都
市
計
画
税

（
第
３
期
）
と
国
民
健
康
保
険
税

（
第
６
期
）
の
納
期
限
は
12
月
25

日
㊌
で
す
。
最
寄
り
の
金
融
機
関

も
し
く
は
コ
ン
ビ
ニ
エ
ン
ス
ス
ト

ア
で
納
付
し
て
く
だ
さ
い
。

納
期
内
に
納
付
で
き
な
い
事
情

の
あ
る
方
は
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

ま
た
、
納
税
に
は
便
利
な
口
座

振
替
を
ご
利
用
く
だ
さ
い
。
口
座

振
替
の
結
果
は
預
貯
金
通
帳
へ
の

記
帳
で
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

お
問
い
合
わ
せ
は
、

市
収
税
課
（
２
階
）

☎
⒇
１
５
７
８
、Ｆ
⒇
１
６
０
９
へ
。

◆「
行
財
政
改
革
大
綱
第
６
次
実

施
計
画
」
の
市
民
意
見
を
募
集

市
で
は
、
社
会
情
勢
の
変
化
に

柔
軟
に
対
応
で
き
る
行
財
政
運
営

を
目
指
し
、「
行
財
政
改
革
大
綱
第

５
次
実
施
計
画
」
に
基
づ
く
様
々

な
取
組
を
実
施
し
て
い
ま
す
。

現
在
、
さ
ら
な
る
行
革
に
向

け
、
平
成
26
年
度
か
ら
28
年
度
を

計
画
期
間
と
す
る
「
行
財
政
改
革

大
綱
第
６
次
実
施
計
画
」
の
策
定

作
業
を
進
め
て
い
ま
す
。

そ
こ
で
、
広
く
市
民
の
皆
さ
ま

か
ら
ご
意
見
を
い
た
だ
き
、
計
画

の
策
定
に
反
映
さ
せ
る
た
め
、
パ

ブ
リ
ッ
ク
コ
メ
ン
ト
手
続
き
を
実

施
し
ま
す
。

提
出
期
間
＝
12
月
16
日
㊊
～
平

成
26
年
１
月
15
日
㊌
８
時
30
分
～

17
時
15
分
（
土
日
祝
日
・
年
末

年
始
を
除
く
）／
意
見
の
提
出
方

法
＝
書
面
の
持
参
、
郵
送
、
Ｆ
Ａ

Ｘ
、
電
子
メ
ー
ル
／
閲
覧
場
所
＝

市
行
財
政
改
革
推
進
課
、
同
課

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
、
本
納
支
所
、
市

役
所
１
階
情
報
公
開
コ
ー
ナ
ー
／

提
出
先
＝
〒
２
９
７

−
８
５
１
１

茂
原
市
道
表
１
番
地　

茂
原
市
役

所
行
財
政
改
革
推
進
課

Ｍgyoukaku@
city.m

obara.chiba.jp

お
問
い
合
わ
せ
は
、

市
行
財
政
改
革
推
進
課
（
４
階
）

☎
⒇
１
７
０
２
、Ｆ
⒇
１
６
０
２
へ
。　

◆
認
知
症
高
齢
者
等
を
か
か
え
る

家
族
交
流
会
の
お
知
ら
せ

認
知
症
高
齢
者
を
介
護
し
て
い

る
と
「
こ
ん
な
時
は
ど
う
し
た
ら

い
い
だ
ろ
う
？
」
と
悩
む
こ
と
が

多
く
あ
り
ま
す
。
今
回
は
認
知
症

の
人
と
家
族
の
会
千
葉
県
支
部
か

ら
世
話
人
の
方
を
招
い
て
介
護
し

て
い
る
家
族
同
士
で
交
流
す
る
機

会
を
設
け
ま
し
た
。
お
気
軽
に
ご

参
加
く
だ
さ
い
。

平
成
26
年
１
月
16
日
㊍
10
時
～

12
時
（
９
時
30
分
受
付
開
始
）／

場
所
＝
市
役
所
５
階
５
０
１
会
議

室
／
定
員
＝
市
内
在
住
の
認
知
症

高
齢
者
を
介
護
し
て
い
る
家
族
10

人
（
先
着
順
）／
参
加
費
＝
無
料

お
申
し
込
み
、お
問
い
合
わ
せ
は
、

市
地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー（
２
階
）

☎
⒇
１
５
８
３
、Ｆ
�
６
７
８
８
へ
。

◆
介
護
予
防
講
演
会   

〜
一
緒
に
考
え
よ
う
！
認
知
症
の

こ
と
〜

平
成
26
年
１
月
30
日
㊍
13
時
30

分
～
15
時
30
分
（
13
時
受
付
開

始
）／
講
師
＝
ポ
プ
ラ
ク
リ
ニ
ッ

ク
院
長　

鈴
木
秋
彦
氏
、
浅
井
病

院
医
療
福
祉
科　

作
田
相
談
員
／

対
象
＝
市
内
在
住
の
方
1
５
０
人

（
先
着
順
・
要
事
前
申
込
）／
参
加

費
＝
無
料
／
持
ち
物
＝
筆
記
用

具
／
場
所
＝
市
役
所
市
民
室

お
申
し
込
み
、お
問
い
合
わ
せ
は
、

市
地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー（
２
階
）

☎
⒇
１
５
８
３
、Ｆ
�
６
７
８
８
へ
。

◆
年
金
を
受
け
て
い
る
方   

〜
こ
ん
な
と
き
は
届
出
を
〜

国
民
年
金
や
厚
生
年
金
を
受
け

て
い
る
方
が
次
の
よ
う
な
場
合
に
該

当
し
た
と
き
は
届
出
が
必
要
で
す
。

忘
れ
ず
に
手
続
き
し
ま
し
ょ
う
。

・
氏
名
を
変
更
し
た
と
き

・
年
金
を
受
け
取
る
金
融
機
関
を

変
更
す
る
と
き

・
年
金
を
受
け
取
る
た
め
の
通
知

を
な
く
し
た
と
き

・
年
金
証
書
を
な
く
し
た
と
き

・
年
金
を
受
け
る
権
利
が
な
く

な
っ
た
と
き
（
遺
族
基
礎
年
金

の
受
給
権
者
自
身
が
婚
姻
し
た

と
き
な
ど
）

・
２
つ
以
上
の
年
金
を
受
け
る
権

利
を
得
た
と
き

・
年
金
の
支
給
が
停
止
さ
れ
る
と

き
や
、
停
止
さ
れ
る
事
由
が
な

く
な
っ
た
と
き

・
年
金
を
受
け
て
い
た
人
が
亡
く

な
っ
た
と
き

お
問
い
合
わ
せ
は
、

ね
ん
き
ん
ダ
イ
ヤ
ル

☎
０
５
７
０（
０
５
）１
１
６
５

０
５
０
ま
た
は
０
７
０
か
ら
始

ま
る
電
話
か
ら
は
、

☎
０
３（
６
７
０
０
）１
１
６
５
へ
。

◆
障
害
の
あ
る
方
の
身
近
な
地
域

相
談
員
を
紹
介
し
ま
す

「
障
害
の
あ
る
人
も
な
い
人
も

共
に
暮
ら
し
や
す
い
千
葉
県
づ
く

り
条
例
」
に
基
づ
く
相
談
に
つ
い

て
、
障
害
の
あ
る
方
が
身
近
な
地

域
相
談
員
へ
相
談
で
き
る
よ
う

に
、
茂
原
市
の
地
域
相
談
員
を
紹

介
し
ま
す
。

　

氏　

名	

相
談
対
応
分
野

関　
　
　

厚	

身
体
障
害（
上
下
肢
）

佐
藤　

冨
男	

身
体
障
害（
上
下
肢
）

関　
　

順
一	

身
体
障
害（
上
下
肢
）

小
林　

和
子	

身
体
障
害

（
上
下
肢
・
体
幹
）

市
川　

政
義	

身
体
障
害

	

（
上
下
肢
・
内
部
）

大
原　
　

亘	

身
体
障
害

（
上
下
肢
・
内
部
）

伊
藤
美
代
子	

知
的
障
害

山
本　

勝
江	

知
的
障
害

鎌
田　

則
子	

知
的
障
害

山
岡　

功
平	

精
神
障
害

江
澤　

秀
夫	

精
神
保
健
福
祉

諸
岡　

龍
一	

人
権
擁
護

中
村　

輝
夫		

教
育
・
知
的
・
肢
体
不

自
由
・
発
達
障
害

北
山　

静
香	

福
祉
全
般

お
問
い
合
わ
せ
は
、

県
長
生
健
康
福
祉
セ
ン
タ
ー

地
域
保
健
福
祉
課

☎
�
１
５
１
０
、Ｆ
�
３
４
１
９
へ
。

◆
労
働
力
調
査
へ
の
ご
回
答
を
お

願
い
し
ま
す

こ
の
調
査
は
、
総
務
省
統
計
局

と
千
葉
県
で
毎
月
行
っ
て
い
る
も

の
で
、
対
象
と
な
っ
た
世
帯
に


